
舞 監 第 18 号

平成30年8月29日

舞鶴市議会議長　上野　修身　様

舞鶴市監査委員 　尾関　善之

舞鶴市監査委員 　瀬野　淳郎

　　その他

（２） 期　日　　平成30年8月16日

（３） 方　法

（４） 結　果

（１） 対　象　水道事業会計、下水道事業会計及び病院事業会計

（２） 期　日　　平成30年8月21日（水道事業会計、下水道事業会計）

平成30年8月16日（病院事業会計）

（３） 方　法

（４） 結　果

３　各会計等収入支出の状況は、別紙のとおりである。

　　一般会計

例月出納検査結果報告（平成30年度6月分）

　地方自治法第235条の2第1項の規定により、平成30年度6月分の出納検査を実施した

ので、同条第3項の規定によりその検査結果を提出する。

記

１　一般会計及び特別会計

（１）対　象

　　特別会計 国民健康保険事業、貯木事業、駐車場事業、介護保険事業及び後
期高齢者医療事業

繰越明許費、歳入歳出外現金及び基金

　検査は、会計管理者所管の歳入簿、歳出簿、その他諸帳簿、証書、証票及
び基金保管金調書並びに指定金融機関の公金現在高報告書により計数を照合
する等の方法によって、現金の出納、保管を主眼において実施した。

 ①　計数は正確であり、現金の保管は適正であると認められた。

 ②　事務処理及び手続きについては、適正であると認められた。

２ 公営企業会計

　検査は、各企業会計の総勘定元帳、補助簿、その他諸帳簿、証書、証票及
び試算表並びに出納取扱金融機関の預金残高証明書により計数を照合する等
の方法によって、現金の出納、保管を主眼において実施した。

 ①　計数は正確であり、現金の保管は適正であると認められた。

 ②　事務処理及び手続きについては、適正であると認められた。



平成30年6月30日現在

１   一般会計及び特別会計

    （単位：円）

収   入   額 支   出   額 差   引   額

8,084,570,939 5,937,008,063 2,147,562,876

1,532,324,406 1,071,109,096 461,215,310

44,700 0 44,700

26,582,678 8,467,810 18,114,868

1,464,227,470 1,282,832,514 181,394,956

3,344,942 85,658 3,259,284

107,440,845 123,154,985 △ 15,714,140

一 般 会 計 277,591,933 617,718,574 △ 340,126,641

1,261,757,051 1,088,748,625 173,008,426

12,757,884,964 10,129,125,325 2,628,759,639

前 月 末 残 高 当  月  増  減 当 月 末 残 高

10,318,035,676 0 10,318,035,676

２   公営企業会計

収益費用の状況

収     益 費     用 差   引   額

370,563,749 324,236,970 46,326,779

1,744,793,472 761,809,215 982,984,257

205,193,690 222,901,983 △ 17,708,293

会   計   別

平成30年度　舞鶴市各会計等収入支出現計表

（１） 現金出納状況

（２）基金の状況

一 般 会 計

国民健康保険事業会計

貯 木 事 業 会 計

駐 車 場 事 業 会 計
介 護 保 険 事 業 会 計
（ 保 険 事 業 勘 定 ）

介 護 保 険 事 業 会 計
（介護サービス事業勘定）

病 院 事 業 会 計

後期高齢者医療事業会計
繰越明
許費

歳 入 歳 出 外 現 金

合        計

育 英 基 金 等 25 件

企　業　別

水 道 事 業 会 計

下 水 道 事 業 会 計


